
建築物衛生法用 厚生労働大臣認定品
（平成15年5月7日　厚生労働省告示第204号）

【指定番号1503】



2022年11月制作
7378-P030

●検知器の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って日常点
検および定期点検を実施してください。

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 － 5 － 4

東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F）
札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F）
仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F）
新潟市中央区米山３-１（ファースト米山201）
静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F）
花 巻 市 高 木 第 21 地 割 93 - 8
さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F）
千葉市中央区今井1-23-7（SYビル2F）
横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F）

名古屋市中区新栄町2-4（坂種栄ビル7F）
金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F）

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4
倉 敷 市老松町 2 - 7 - 4（ 倉 敷ビル 5 F ）
広島市南区稲荷町2－16（広島稲荷町第一生命ビル6F）
福岡市博多区博多駅南４－３－１８（ツヅキ博多ビル３F）
大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F）
姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F）

本 　 　 　 社
東日本営業部
東 京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所

中 部 営 業 部
中 部
北陸営業所

西日本営業部
関 西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所
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〒532-0036

〒105-0013
〒060-0005
〒983-0852
〒950-0916
〒420-0851
〒025-0016
〒330-0855
〒260-0834
〒222-0033

〒460-0004
〒920-0065

〒532-0036
〒710-0826
〒732-0827
〒812-0016
〒520-0044
〒670-0965

TEL（06）6308－2111

TEL（03）5403－2703
TEL（011）231－1101
TEL（022）295－6061
TEL（025）365－1390
TEL（054）255－1901
TEL（0198）29－6633
TEL（048）643－1223
TEL（043）209－1650
TEL（045）473－6451

TEL（052）951－2650
TEL（076）234－5611

TEL（06）6308－2111
TEL（086）435－5087
TEL（082）568－2800
TEL（092）431－1881
TEL（077）526－8222
TEL（079）225－8965

測定時間は10分測定モード・30分測定モード・ 
60分測定モードの切り替え可能。

（10分測定モード時：約100回測定・60分測定モード時：約25回測定）

（10分測定モード時：100回測定・60分測定モード時：25回測定）

10分測定モード/30分測定モード/60分測定モード　切り替え式


